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問
今
回
の
法
改
正
に
伴
う
臨

時
・
非
常
勤
職
員
の
職
務
内

容
や
業
務
の
見
直
し
、
い
わ

ゆ
る
、
職
の
再
設
定
に
当
た

り
市
と
し
て
意
識
し
た
点
は
。

答
総
務
省
の
通
知
を
踏
ま
え

て
、
業
務
内
容
等
の
実
態
を

把
握
し
、
職
の
必
要
性
を
十

分
に
吟
味
し
た
上
で
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
行
政
運

営
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
か

と
い
っ
た
視
点
か
ら
実
施
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
臨
時
・
非
常
勤
職
員
と
し

て
任
用
し
て
い
る
者
へ
の
職

の
再
設
定
に
よ
る
影
響
は
。

答
業
務
の
必
要
性
や
業
務
量

の
精
査
の
結
果
、
現
在
任
用

さ
れ
て
い
る
人
の
職
が
令
和

２
年
度
以
降
に
置
か
れ
な
い

こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
法
改

正
に
伴
う
衆
議
院
・
参
議
院

の
附
帯
決
議
を
踏
ま
え
て
、

雇
い
止
め
と
な
ら
な
い
よ
う

に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
臨

時
的
任
用
職
員
の
処
遇
改
善

と
な
っ
た
の
か
、
伺
う
。

答
原
則
と
し
て
正
規
職
員
と

同
じ
内
容
の
給
料
表
が
適
用

さ
れ
る
な
ど
そ
の
給
与
水
準

が
確
保
さ
れ
、
ま
た
、
育
児

休
業
・
介
護
休
暇
等
を
取
得

で
き
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、

処
遇
改
善
に
な
る
と
考
え
る
。

問
会
計
年
度
任
用
職
員
へ
の

移
行
に
当
た
り
、
本
人
の
希

望
は
反
映
さ
れ
る
の
か
。

答
任
用
の
希
望
が
あ
る
場
合

で
も
、
地
方
公
務
員
法
に
よ

り
競
争
試
験
ま
た
は
選
考
に

よ
る
能
力
実
証
を
経
る
必
要

が
あ
る
。
ま
た
、
勤
務
形
態

の
希
望
に
つ
い
て
は
、
多
様

な
働
き
方
が
選
択
し
得
る
よ

う
に
複
数
の
勤
務
形
態
を
検

討
し
た
い
。

問
引
き
続
き
今
後
も
継
続
的

な
処
遇
の
改
善
を
行
う
の
か
。

答
今
後
の
勤
務
条
件
に
つ
い

て
も
、
国
・
県
と
の
均
衡
、

問
霊
柩
自
動
車
の
利
用
件
数

の
推
移
は
。

答
平
成
11
年
度
６
９
１
件
、

12
年
度
４
４
３
件
、
13
年
度

２
８
５
件
と
推
移
し
、
18
年

度
に
は
１
０
０
件
を
割
り
92

件
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
26

年
度
30
件
と
な
り
、
新
た
に

配
車
場
所
と
し
て
民
間
式
場

を
対
象
と
し
、
一
時
的
に
利

用
は
増
加
し
た
も
の
の
、
29

年
度
52
件
、
30
年
度
34
件
と

再
び
減
少
に
転
じ
て
い
る
。

問
条
例
廃
止
の
理
由
は
。

さ
れ
た
だ
け
で
、
こ
の
半
年

間
、
一
つ
の
説
明
も
無
い
。

今
回
、
ど
の
よ
う
な
考
え
で
、

議
案
を
提
出
し
た
の
か
、
執

行
部
の
考
え
を
聞
き
た
い
。

答
３
月
に
検
証
結
果
を
報
告

し
て
以
来
、
使
用
料
・
手
数

料
の
金
額
や
適
用
時
期
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
、
８
月
中

に
改
定
案
を
取
り
ま
と
め
た
。

　

そ
の
た
め
、
説
明
の
機
会

を
十
分
に
確
保
で
き
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
お
詫
び

申
し
上
げ
た
い
。

答
葬
儀
の
形
態
は
自
宅
で
の

葬
儀
か
ら
式
場
で
の
葬
儀
へ

と
大
き
く
変
化
し
、
市
の
霊

柩
自
動
車
の
利
用
は
急
激
に

減
少
し
た
。
近
年
の
葬
祭
運

営
で
は
、
葬
祭
業
者
は
霊
柩

自
動
車
の
運
行
を
一
体
的
な

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
し
て

い
る
。
条
例
制
定
当
時
の
葬

儀
の
や
り
方
と
は
大
き
く
異

な
る
現
状
で
は
、
条
例
に
規

定
さ
れ
た
「
生
活
改
善
の
た

め
」
と
い
う
所
定
の
目
的
は

達
し
た
も
の
と
考
え
る
。

議
案
第
７
１
号

手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】

議
案
第
７
４
号

霊
柩
自
動
車
使
用
条
例
の
廃
止
条
例

【
日
本
共
産
党
】

配
置
基
準
の
引
き
下
げ
が
可

決
さ
れ
た
が
、
市
の
考
え
は
。

答
安
全
安
心
な
学
童
保
育
室

の
運
営
を
担
保
で
き
な
く
な

る
と
危
惧
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

基
準
の
引
き
下
げ
は
考
え
て

い
な
い
。

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
会
計
年
度
任
用
職
員
に
ど

の
よ
う
な
期
待
を
す
る
か
。

答
任
用
制
度
の
明
確
化
お
よ

び
給
与
・
休
暇
等
の
勤
務
条

件
の
整
備
が
図
ら
れ
た
こ
と

で
、
働
き
が
い
を
持
っ
て
、

よ
り
一
層
の
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
に
貢
献
し
て
も
ら
い

た
い
と
考
え
て
い
る
。

他
団
体
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、

適
切
に
対
応
し
た
い
。

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
現
在
の
臨
時
保
育
士
は
、

来
年
度
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
臨
時
保
育
士
は
、
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
、
正
規
職

員
の
欠
員
の
場
合
に
臨
時
的

任
用
職
員
、
育
児
休
業
の
場

合
に
任
期
付
職
員
と
す
る
こ

と
を
想
定
し
て
い
る
。

問
全
て
臨
時
的
任
用
職
員
で

あ
る
学
童
保
育
指
導
員
は
、

来
年
度
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
各
学
童
保
育
室
に
１
人
放

課
後
児
童
支
援
員
の
資
格
を

有
す
る
正
規
職
員
を
配
置
し
、

そ
の
他
に
つ
い
て
は
会
計
年

度
任
用
職
員
を
配
置
す
る
予

定
で
あ
る
。
ま
た
、
正
規
職

員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
等

は
、
保
育
士
と
同
様
の
対
応

を
想
定
し
て
い
る
。

問
国
会
で
学
童
保
育
指
導
員

も
の
で
あ
る
が
、
市
民
に
何

も
意
見
を
聞
か
ず
、
市
議
会

に
も
本
年
３
月
の
総
務
財
政

常
任
委
員
会
で
資
料
が
配
布

問
今
回
、
使
用
料
・
手
数
料

の
値
上
げ
改
定
の
議
案
が
15

件
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、

皆
、
市
民
生
活
に
直
結
す
る

議
案
第
６
９
号

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
改

正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

【
公
明
党
】【
無
所
属
】【
日
本
共
産
党
】

【
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
】

　

９
月
６
日
、
こ
の
質

疑
に
対
す
る
答
弁
が
行

わ
れ
た
後
、
市
長
か
ら

本
議
案
を
含
め
た
14
件

の
議
案
を
撤
回
し
た
い

旨
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、

撤
回
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

撤
回
さ
れ
た
議
案
名

は
、
３
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。


